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令和元年（２０１９年）７月３日 

総 務 委 員 会 資 料 

総 務 部 総 務 課 

（第４２号議案） 

元号を改める政令の施行に伴う関係条例の整備に関する条例 

 

【第１条関係】中野区職員の退職手当に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２４条 （略） 第１条～第２４条 （略） 

附 則 附 則 

１～１３ （略） １～１３ （略） 

１４ 令和４年３月３１日以前に退職した職員に

対する第１３条第７項の規定の適用については

～（略）～とする。 

１４ 平成３４年３月３１日以前に退職した職員

に対する第１３条第７項の規定の適用について

は～（略）～とする。 

 

【第２条関係】中野区立公園条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２７条 （略） 第１条～第２７条 （略） 

附 則 附 則 

１～６ （略） １～６ （略） 

（使用料の額等の特例措置） （使用料の額等の特例措置） 

７ 平成３０年７月１日から令和６年６月３０日

までの間における、別表第３の規定の適用につい

ては～（略）～とする。 

７ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０

日までの間における、別表第３の規定の適用につ

いては～（略）～とする。 

別表第１～別表第５ （略） 別表第１～別表第５ （略） 

 

【第３条関係】中野区行政財産使用料条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第８条 （略） 第１条～第８条 （略） 

附 則 附 則 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 平成３０年７月１日から令和６年６月３０日

までの間における別表２（２）の表の規定の適用

については～（略）～とする。 

５ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０

日までの間における別表２（２）の表の規定の適

用については～（略）～とする。 

別表 （略） 別表 （略） 

 

【第４条関係】中野区立体育館条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１６条 （略） 第１条～第１６条 （略） 

付 則 付 則 
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１ （略） １ （略） 

２ 平成３１年４月１日から令和６年６月３０日

までの間における、別表第２の１（１）の表の規

定の適用については～（略）～とする。 

２ 平成３１年４月１日から平成３６年６月３０

日までの間における、別表第２の１（１）の表の

規定の適用については～（略）～とする。 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

 

【第５条関係】中野区介護保険条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章～第６章 （略） 第１章～第６章 （略） 

第７章 保険料 第７章 保険料 

（保険料率等） （保険料率等） 

第１５条 平成３０年度から令和２年度までの保

険料の基準額は、６８，７０９円とする。 

第１５条 平成３０年度から平成３２年度までの

保険料の基準額は、６８，７０９円とする。 

２ （略） ２ （略） 

３ 前項の規定にかかわらず、令和元年度におけ

る、別表１の項に掲げる第１号被保険者の保険料

率は～（略）～とする。 

３ 前項の規定にかかわらず、平成３１年度におけ

る、別表１の項に掲げる第１号被保険者の保険料

率は～（略）～とする。 

第１６条～第２５条 （略） 第１６条～第２５条 （略） 

第７章の２～第９章 （略） 第７章の２～第９章 （略） 

附 則 （略） 附 則 （略） 

別表 （略） 別表 （略） 

 

【第６条関係】中野区区民活動センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第１７条 （略） 第１条～第１７条 （略） 

附 則 附 則 

第１条～第６条 （略） 第１条～第６条 （略） 

（使用料の額の特例措置） （使用料の額の特例措置） 

第７条 平成３０年７月１日から令和６年６月３

０日までの間における別表第４の規定の適用に

ついては、同表中「４００円」とあるのは、「２

００円」とする。 

第７条 平成３０年７月１日から平成３６年６月

３０日までの間における別表第４の規定の適用

については、同表中「４００円」とあるのは、「２

００円」とする。 

別表第１～別表第４ （略） 別表第１～別表第４ （略） 

 

【第７条関係】中野区指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例新

旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 
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第１章～第１０章 （略） 第１章～第１０章 （略） 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） （経過措置） 

２ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改

正する法律附則第１３０条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保

険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条

第２項に規定する病床に係るものに限る。以下こ

の項及び附則第４項において同じ。）又は療養病

床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病

床を令和６年３月３１日までの間に転換（当該病

院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院の施設を介護老人

保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第２０条

の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同

じ。）その他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ、又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）し、指定地域密着型介護老人福

祉施設を開設しようとする場合において、当該転

換に係る食堂及び機能訓練室については、第１５

２条第１項第７号アの規定にかかわらず、食堂

は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上を有し、機能訓練室は、４０平方メートル以

上の面積を有しなければならない。ただし、食事

の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食

事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保

することができるときは、同一の場所とすること

ができるものとする。 

２ 一般病床、精神病床（健康保険法等の一部を改

正する法律附則第１３０条の２第１項の規定に

よりなおその効力を有するものとされた介護保

険法施行令（平成１０年政令第４１２号）第４条

第２項に規定する病床に係るものに限る。以下こ

の項及び附則第４項において同じ。）又は療養病

床を有する病院の一般病床、精神病床又は療養病

床を平成３６年３月３１日までの間に転換（当該

病院の一般病床、精神病床又は療養病床の病床数

を減少させるとともに、当該病院の施設を介護老

人保健施設、軽費老人ホーム（老人福祉法第２０

条の６に規定する軽費老人ホームをいう。以下同

じ。）その他の要介護者、要支援者その他の者を

入所させ、又は入居させるための施設の用に供す

ることをいう。）し、指定地域密着型介護老人福

祉施設を開設しようとする場合において、当該転

換に係る食堂及び機能訓練室については、第１５

２条第１項第７号アの規定にかかわらず、食堂

は、１平方メートルに入所定員を乗じて得た面積

以上を有し、機能訓練室は、４０平方メートル以

上の面積を有しなければならない。ただし、食事

の提供又は機能訓練を行う場合において、当該食

事の提供又は機能訓練に支障がない広さを確保

することができるときは、同一の場所とすること

ができるものとする。 

３ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般

病床又は療養病床を令和６年３月３１日までの

間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床の

病床数を減少させるとともに、当該診療所の施設

を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の要

介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は入

居させるための施設の用に供することをいう。）

し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開設しよ

うとする場合において、当該転換に係る食堂及び

機能訓練室については、第１５２条第１項第７号

アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる基準の

いずれかに適合するものとする。 

３ 一般病床又は療養病床を有する診療所の一般

病床又は療養病床を平成３６年３月３１日まで

の間に転換（当該診療所の一般病床又は療養病床

の病床数を減少させるとともに、当該診療所の施

設を介護老人保健施設、軽費老人ホームその他の

要介護者、要支援者その他の者を入所させ、又は

入居させるための施設の用に供することをい

う。）し、指定地域密着型介護老人福祉施設を開

設しようとする場合において、当該転換に係る食

堂及び機能訓練室については、第１５２条第１項

第７号アの規定にかかわらず、次の各号に掲げる

基準のいずれかに適合するものとする。 
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 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

４ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一

般病床若しくは療養病床を令和６年３月３１日

までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病床

若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床若

しくは療養病床の病床数を減少させるとともに、

当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施設、

軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者その

他の者を入所させ、又は入居させるための施設の

用に供することをいう。）し、指定地域密着型介

護老人福祉施設を開設しようとする場合におい

て、第１５２条第１項第８号及び第１８０条第１

項第４号の規定にかかわらず、当該転換に係る廊

下の幅については、１．２メートル以上とする。

ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上とす

る。 

４ 一般病床、精神病床若しくは療養病床を有する

病院の一般病床、精神病床若しくは療養病床又は

一般病床若しくは療養病床を有する診療所の一

般病床若しくは療養病床を平成３６年３月３１

日までの間に転換（当該病院の一般病床、精神病

床若しくは療養病床又は当該診療所の一般病床

若しくは療養病床の病床数を減少させるととも

に、当該病院又は診療所の施設を介護老人保健施

設、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者

その他の者を入所させ、又は入居させるための施

設の用に供することをいう。）し、指定地域密着

型介護老人福祉施設を開設しようとする場合に

おいて、第１５２条第１項第８号及び第１８０条

第１項第４号の規定にかかわらず、当該転換に係

る廊下の幅については、１．２メートル以上とす

る。ただし、中廊下の幅は、１．６メートル以上

とする。 

５ 第１３０条の規定にかかわらず、療養病床等を

有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を

令和６年３月３１日までの間に転換（当該病院の

療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を減

少させるとともに、当該病院等の施設を介護医療

院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援者

その他の者を入所させ、又は入居させるための施

設の用に供することをいう。以下同じ。）を行っ

て指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事

業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定施

設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若し

くは診療所に併設される指定地域密着型特定施

設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能訓練

指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次の

とおりとする。 

５ 第１３０条の規定にかかわらず、療養病床等を

有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を

平成３６年３月３１日までの間に転換（当該病院

の療養病床等又は当該診療所の病床の病床数を

減少させるとともに、当該病院等の施設を介護医

療院、軽費老人ホームその他の要介護者、要支援

者その他の者を入所させ、又は入居させるための

施設の用に供することをいう。以下同じ。）を行

って指定地域密着型特定施設入居者生活介護の

事業を行う医療機関併設型指定地域密着型特定

施設（介護老人保健施設、介護医療院又は病院若

しくは診療所に併設される指定地域密着型特定

施設をいう。以下同じ。）の生活相談員、機能訓

練指導員及び計画作成担当者の員数の基準は、次

のとおりとする。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

６ 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を

有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を

令和６年３月３１日までの間に転換を行って指

定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業を

行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特定

施設においては、併設される介護老人保健施設、

６ 第１３２条の規定にかかわらず、療養病床等を

有する病院又は病床を有する診療所の開設者が、

当該病院の療養病床等又は当該診療所の病床を

平成３６年３月３１日までの間に転換を行って

指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業

を行う場合の医療機関併設型指定地域密着型特

定施設においては、併設される介護老人保健施
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介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を利

用することにより、当該医療機関併設型指定地域

密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行われ

ると認められるときは、当該医療機関併設型指定

地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設け

ないことができる。 

設、介護医療院又は病院若しくは診療所の施設を

利用することにより、当該医療機関併設型指定地

域密着型特定施設の利用者の処遇が適切に行わ

れると認められるときは、当該医療機関併設型指

定地域密着型特定施設に浴室、便所及び食堂を設

けないことができる。 

 

【第８条関係】中野区産業振興センター条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２１条 （略） 第１条～第２１条 （略） 

附 則 附 則 

１～３ （略） １～３ （略） 

４ 平成３０年７月１日から令和６年６月３０日

までの間における別表第１の規定の適用につい

ては～（略）～とする。 

４ 平成３０年７月１日から平成３６年６月３０

日までの間における別表第１の規定の適用につ

いては～（略）～とする。 

別表第１・別表第２ （略） 別表第１・別表第２ （略） 

 

【第９条関係】中野区放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準に関する条例新旧対照表 

改正案 現行 

第１条～第２１条 （略） 第１条～第２１条 （略） 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（放課後児童支援員における研修の修了に係る

経過措置） 

（放課後児童支援員における研修の修了に係る

経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和２年３月３１日

までの間、第１０条第３項の規定の適用について

は、同項中「修了したもの」とあるのは、「修了

したもの（令和２年３月３１日までに修了するこ

とを予定している者を含む。）」とする。 

２ この条例の施行の日から平成３２年３月３１

日までの間、第１０条第３項の規定の適用につい

ては、同項中「修了したもの」とあるのは、「修

了したもの（平成３２年３月３１日までに修了す

ることを予定している者を含む。）」とする。 

３ （略） ３ （略） 

 

【第１０条関係】中野区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年中野区条例第５号）新

旧対照表 

改正案 現行 

   附 則    附 則 

１～９ （略） １～９ （略） 

１０ 平成３０年３月３１日において、この条例に

よる改正前の中野区職員の給与に関する条例第９

条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち

１人（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配

１０ 平成３０年３月３１日において、この条例に

よる改正前の中野区職員の給与に関する条例第９

条第２項第２号に該当する扶養親族たる子のうち

１人（職員に配偶者のない場合に限る。以下「配
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偶者を欠く１子」という。）を扶養することによ

り扶養手当を受けている職員（同号に該当する扶

養親族たる子（配偶者を欠く１子を除く。）を扶

養することにより扶養手当を受けているものを除

く。）が、施行日以後、引き続き、満１５歳に達

する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にない配偶者

を欠く１子を扶養する場合（当該職員が改正後の

条例第９条第２項第２号に該当する扶養親族たる

子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額

が改定されるときを除く。）その他これに準ずる

場合には、改正後の条例第９条の規定及び前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、

当該各号に定める月額の配偶者を欠く１子に係る

扶養手当を支給するものとする。 

偶者を欠く１子」という。）を扶養することによ

り扶養手当を受けている職員（同号に該当する扶

養親族たる子（配偶者を欠く１子を除く。）を扶

養することにより扶養手当を受けているものを除

く。）が、施行日以後、引き続き、満１５歳に達

する日後の最初の４月１日から満２２歳に達する

日以後の最初の３月３１日までの間にない配偶者

を欠く１子を扶養する場合（当該職員が改正後の

条例第９条第２項第２号に該当する扶養親族たる

子を新たに扶養することにより扶養手当の支給額

が改定されるときを除く。）その他これに準ずる

場合には、改正後の条例第９条の規定及び前項の

規定にかかわらず、次の各号に掲げる年度に限り、

当該各号に定める月額の配偶者を欠く１子に係る

扶養手当を支給するものとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 令和元年度から令和５年度まで １３，００

０円 

 ⑵ 平成３１年度から平成３５年度まで １３，

０００円 

１１～１６ （略） １１～１６ （略） 

附則別表第１～附則別表第３ （略） 附則別表第１～附則別表第３ （略） 

 

【第１１条関係】中野区立幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例（平成３０年中野区条

例第６号）新旧対照表 

改正案 現行 

   附 則    附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

３ 平成３０年３月３１日において、この条例によ

る改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例第１１条第２項第２号に該当する扶養親族

たる子のうち１人（職員に配偶者のない場合に限

る。以下「配偶者を欠く１子」という。）を扶養

することにより扶養手当を受けている職員（同号

に該当する扶養親族たる子（配偶者を欠く１子を

除く。）を扶養することにより扶養手当を受けて

いるものを除く。）が、この条例の施行の日以後、

引き続き、満１５歳に達する日後の最初の４月１

日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にない配偶者を欠く１子を扶養する場

合（当該職員が改正後の条例第１１条第２項第２

号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養するこ

とにより扶養手当の支給額が改定されるときを除

３ 平成３０年３月３１日において、この条例によ

る改正前の中野区立幼稚園教育職員の給与に関す

る条例第１１条第２項第２号に該当する扶養親族

たる子のうち１人（職員に配偶者のない場合に限

る。以下「配偶者を欠く１子」という。）を扶養

することにより扶養手当を受けている職員（同号

に該当する扶養親族たる子（配偶者を欠く１子を

除く。）を扶養することにより扶養手当を受けて

いるものを除く。）が、この条例の施行の日以後、

引き続き、満１５歳に達する日後の最初の４月１

日から満２２歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にない配偶者を欠く１子を扶養する場

合（当該職員が改正後の条例第１１条第２項第２

号に該当する扶養親族たる子を新たに扶養するこ

とにより扶養手当の支給額が改定されるときを除
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く。）その他これに準ずる場合には、改正後の条

例第１１条の規定及び前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める

月額の配偶者を欠く１子に係る扶養手当を支給す

るものとする。 

く。）その他これに準ずる場合には、改正後の条

例第１１条の規定及び前項の規定にかかわらず、

次の各号に掲げる年度に限り、当該各号に定める

月額の配偶者を欠く１子に係る扶養手当を支給す

るものとする。 

 ⑴ （略）  ⑴ （略） 

 ⑵ 令和元年度から令和５年度まで １３，００

０円 

 ⑵ 平成３１年度から平成３５年度まで １３，

０００円 

４～６ （略） ４～６ （略） 

 

【第１２条関係】中野区指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例新旧対照表 

改正案 現行 

目次 （略） 目次 （略） 

第１章～第４章 （略） 第１章～第４章 （略） 

附 則 附 則 

１ （略） １ （略） 

（経過措置） （経過措置） 

２ この条例の施行の日から令和３年３月３１日

までの間は、第５条第２項の規定にかかわらず、

介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成１１

年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１号イ

（３）に規定する主任介護支援専門員を除く。）

を第５条第１項に規定する管理者とすることが

できる。 

２ この条例の施行の日から平成３３年３月３１

日までの間は、第５条第２項の規定にかかわら

ず、介護支援専門員（介護保険法施行規則（平成

１１年厚生省令第３６号）第１４０条の６６第１

号イ（３）に規定する主任介護支援専門員を除

く。）を第５条第１項に規定する管理者とするこ

とができる。 

 

【第１３条関係】中野区障害者福祉手当条例及び中野区難病患者福祉手当条例の一部を改正する条例（平成

３０年中野区条例第４４号）新旧対照表 

改正案 現行 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

２ 第１条の規定（「控除対象配偶者」を「同一生

計配偶者」に改める部分に限る。）による改正後

の中野区障害者福祉手当条例第３条第１項第５

号の規定は、令和元年８月以後の月分の障害者福

祉手当の支給について適用し、同年７月以前の月

分の障害者福祉手当の支給については、なお従前

の例による。 

２ 第１条の規定（「控除対象配偶者」を「同一生

計配偶者」に改める部分に限る。）による改正後

の中野区障害者福祉手当条例第３条第１項第５

号の規定は、平成３１年８月以後の月分の障害者

福祉手当の支給について適用し、同年７月以前の

月分の障害者福祉手当の支給については、なお従

前の例による。 

３ 第２条の規定（「控除対象配偶者」を「同一生

計配偶者」に改める部分に限る。）による改正後

の中野区難病患者福祉手当条例第２条第３号の

３ 第２条の規定（「控除対象配偶者」を「同一生

計配偶者」に改める部分に限る。）による改正後

の中野区難病患者福祉手当条例第２条第３号の
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規定は、令和元年８月以後の月分の難病患者福祉

手当の支給について適用し、同年７月以前の月分

の難病患者福祉手当の支給については、なお従前

の例による。 

規定は、平成３１年８月以後の月分の難病患者福

祉手当の支給について適用し、同年７月以前の月

分の難病患者福祉手当の支給については、なお従

前の例による。 

 

【第１４条関係】中野区児童育成手当条例及び中野区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の一部を

改正する条例（平成３０年中野区条例第４７号）新旧対照表 

改正案 現行 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

２ 第１条の規定による改正後の中野区児童育成

手当条例第４条第２項第１号の規定は、令和元年

６月以後の月分の児童育成手当の支給について

適用し、同年５月以前の月分の児童育成手当の支

給については、なお従前の例による。 

２ 第１条の規定による改正後の中野区児童育成

手当条例第４条第２項第１号の規定は、平成３１

年６月以後の月分の児童育成手当の支給につい

て適用し、同年５月以前の月分の児童育成手当の

支給については、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の中野区ひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例第４条第１

項第１号の規定は、令和２年１月１日以後に行わ

れる療養に係る医療費の助成について適用し、同

日前に行われた療養に係る医療費の助成につい

ては、なお従前の例による。 

３ 第２条の規定による改正後の中野区ひとり親

家庭等の医療費の助成に関する条例第４条第１

項第１号の規定は、平成３２年１月１日以後に行

われる療養に係る医療費の助成について適用し、

同日前に行われた療養に係る医療費の助成につ

いては、なお従前の例による。 

 

【第１５条関係】中野区介護保険条例の一部を改正する条例（平成３１年中野区条例第７号）新旧対照表 

改正案 現行 

   附 則    附 則 

１ （略） １ （略） 

 （経過措置）  （経過措置） 

２ 改正後の第１５条第３項の規定は、令和元年度

分の保険料について適用し、平成３０年度以前の

年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 

２ 改正後の第１５条第３項の規定は、平成３１年

度分の保険料について適用し、平成３０年度以前

の年度分の保険料については、なお従前の例によ

る。 

 

【第１６条関係】中野区立公園条例の一部を改正する条例（平成３１年中野区条例第１７号）新旧対照表 

改正案 現行 

第１条 （略） 第１条 （略） 

第２条 中野区立公園条例の一部を次のように改正

する。 

第２条 中野区立公園条例の一部を次のように改正

する。 

  附則第７項中「平成３０年７月１日」を「令和

２年４月１日」に改め、「２３，９００円」と」

の次に「、「６，５００円」とあるのは「３，３

  附則第７項中「平成３０年７月１日」を「平成

３２年４月１日」に改め、「２３，９００円」と」

の次に「、「６，５００円」とあるのは「３，３
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００円」と」を、「は「２００円」と」の次に「、

「１，４００円」とあるのは「７００円」と」を

加える。 

００円」と」を、「は「２００円」と」の次に「、

「１，４００円」とあるのは「７００円」と」を

加える。 

 以下（略）  以下（略） 

   附 則    附 則 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める日から施行する。 

１ この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、当

該各号に定める日から施行する。 

 ⑴・⑵ （略）  ⑴・⑵ （略） 

 ⑶ 第１条中第１８条第２号の改正規定、別表第

４に次のように加える改正規定及び別表第５⑴

の表に次のように加える改正規定 令和元年９

月１日 

 ⑶ 第１条中第１８条第２号の改正規定、別表第

４に次のように加える改正規定及び別表第５⑴

の表に次のように加える改正規定 平成３１年

９月１日 

 ⑷ 第２条及び附則第５項の規定 令和２年４月

１日 

 ⑷ 第２条及び附則第５項の規定 平成３２年４

月１日 

２～８ （略） ２～８ （略） 

 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行する。 


